
ＮＯ．２５１     月島三丁目北地区（組合施行）

計画地

1

2

3

地区面積 構造

階数
A街区
B－１街区
B－２街区

高さ
A街区
B－１街区
B－２街区

名称 施行区域面積

名称 幅員 延長 面積

特別区道
中月第８２０号線

６．０～１２．０ｍ
【１１．４５～１２．０ｍ】

約１５０ｍ -

特別区道
中月第８２１号線

９．０ｍ
【９．０ｍ】

約３６ｍ -

特別区道
中月第８０５号線

５．４５ｍ
【１０．９１ｍ】

約９８ｍ -

特別区道
中月第８１０号線

５．４５ｍ
【１０．９１ｍ】

約５６ｍ -

特別区道
中月第８５０号線

５．４５ｍ
【１０．９１ｍ】

約１０５ｍ -

A - -
高層部１９９ｍ
低層部２８ｍ

-

B－１ - - ２５ｍ -

B－２ - - ２５ｍ -

建築面積

A 約６，６５０㎡

B－１ 約６１０㎡

B－２ 約５５０㎡

建築敷地面積

A 約１０，０７０㎡

B－１ 約１，０６０㎡

B－２ 約８８０㎡

都市計画決定

(つきしま３ちょうめきた)

１　計画の概要

中央区月島三丁目地内

計画の概要

　老朽化した木造長屋の密集を解消し、防災性の向上を図る。

　西仲通り商店街沿いの賑わいを創出するとともに、保育所、障害者グループホーム等の公益施設の整備を行う。

　生活支援機能の充実を図り、都心居住を支える質の高い都市型住宅の供給を行う。

約１．５ｈａ 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造

　地上５８階／地下２階
　地上６階
　地上７階

約199ｍ
約24ｍ
約25ｍ

２　都市計画の内容

月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業 約１．５ｈａ

公共施設の
配置及び規模

備考

道路

【　】内は全幅員
拡幅整備

【　】内は全幅員
拡幅整備

【　】内は全幅員
既設（再整備）

【　】内は全幅員
既設（再整備）

【　】内は全幅員
既設（再整備）

建築物の整備

街区 建蔽率 容積率
建築物の

高さの限度
壁面の

位置の限度

約１４０，２００㎡（約１００，７００㎡）

-約１，６００㎡（約１，３００㎡）

約３，４００㎡（約２，６００㎡）

主要用途

住宅、店舗、公共
施設、駐車場等

公益施設等

住宅等

延べ面積(容積対象) 住宅建設の目標

建築敷地の
整備

整備計画 備考

・周囲の特性や環境等に配慮し、超高層建築
物によるＡ街区と低中層建築物によるＢ－１、
Ｂ－２街区を整備し、子育て支援、高齢者福祉
及び生活関連の施設や、地域の防災性や憩
いに資する広場を配置することにより、にぎわ
いと良好な居住環境を形成する。
・Ａ街区は、周囲の特性や環境等に配慮し、西
仲通り商店街や周辺市街地に面する部分を低
層部として整備するとともに、地域の防災性や
コミュニティに資する広場、安全で快適な歩行
者空間を整備する。
・Ｂ－１、Ｂ－２街区は、親水空間の形成や地
域の防災力の強化に向けて、スーパー堤防整
備と一体的な建築物等の整備を行い、広場や
歩行者空間等を確保する。
・月島の要素である路地空間や、隅田川の水
辺空間とにぎわい軸である西仲通り商店街と
の回遊性を創出するため、近隣街区との連続
性に配慮しつつ、歩行者通路等を適切な位置
に配置する。

-

平成３０年1２月７日　中央区告示第２８１号



地区名

位置 面積

名称 幅員 延長 面積

道路 区画道路
６～１２ｍ

【１１．４５～１２m】
約１５０ｍ －

広場１号 － － 約３１０㎡

広場２号 － － 約１，０００㎡

広場３号 － － 約３７０㎡

位置 面積

名称 幅員 延長 面積

歩行者通路１号 ５．５ｍ 約９０ｍ －

歩行者通路２号 ２．０ｍ 約１７ｍ －

歩行者通路３号 ６．０ｍ 約１８ｍ －

歩行者通路４号 ２．０ｍ 約２３ｍ －

歩道状空地１号 ４ｍ 約１０９ｍ －

歩道状空地２号 ４ｍ 約１０２ｍ －

歩道状空地３号 ４ｍ 約４４ｍ －

緑地 ２ｍ 約７０ｍ －

名称 Ｂ－１地区

面積 約０．１ｈａ

１０分の１０

３　地区計画（再開発等促進区を定める地区計画）

月島三丁目北地区

中央区月島三丁目地内 約１．５ha

主要な公共施
設の配置及び

規模

備考

拡幅整備

広場

新設
　地上２階

昇降機等を含む

新設
地上２階

昇降機等を含む

新設

地区整備計画

中央区月島三丁目地内 約１．５ｈａ

地区施設の配
置及び規模

備考

その他の
公共施設

新設

新設
地上１階から２階

新設
地上１階から２階

階段等を含む
新設

階段等を含む

新設

新設

新設

新設

地区の区分
A地区 Ｂ－２地区

約１．３ｈａ 約０．１ｈａ

建築物等の用途の制限

　次に掲げる建築物は建築してはならない。
（１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第６項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物
（２）特別区道中月第８０５号線（西仲通り）に接する敷地においては、建築物の１階で、当該道路に面する部分の主たる用途を商業
施設等以外の用途に供する建築物
（３）住戸を１０以上有する共同住宅（高齢者の居住の安定確保に関する法律第５条に定めるサービス付き高齢者向け住宅その他
高齢者の居住の安定に資する住宅は除く。）については、住戸専用部分の床面積４０㎡以上（以下「定住型住宅」という。）の住戸の
床面積の合計が、住宅の用途に供する部分の床面積（容積率対象面積をいう。）の合計の１／３未満の建築物、または、当該共同
住宅に確保する定住型住宅以外の住戸のすべてにおいて、それぞれの住戸の専用部分の床面積が２５㎡未満の建築物。ただし、
機能上やむを得ない建築物はこの限りではない。

建築物の容積率の
最高限度

１０分の１００
ただし、共同住宅の用途に供する部分の延べ面積の敷地
面積に対する割合は、１０分の６７以上としなければなら

ない。

１０分の４０

建築物の容積率の
最低限度

１０分の４２ １０分の１５

建築物の建蔽率の
最高限度

１０分の８

建築物の敷地面積の
最低限度

５，０００㎡ ３００㎡

建築物の建築面積の
最低限度

１，０００㎡ １５０㎡

壁面の位置の制限

建築物の部分は、計画図３に示す位置を超えて建築してはならない。ただし、次に掲げるものについてはこの限りではない。
（１）計画図３に示す１号壁面、５号壁面において、歩行者通路３号に関する歩行者デッキ及びこれに附属する階段、スロープ、昇降
機その他これらに類するもの
（２）計画図３に示す４号壁面において、西仲通り商店街の既存のアーケードと連続するひさし等
（３）計画図３に示す１号～３号壁面において、歩行者の安全、快適性を確保するために必要な上屋、ひさし、その他これらに類する
もの



４　事業計画の概要

敷地面積
A街区
B－１街区
B－２街区

建蔽率
A街区
B－１街区
B－２街区

延べ面積
A街区
B－１街区
B－２街区

容積率
A街区
B－１街区
B－２街区

住宅戸数
A街区
Ｂ－２地区

駐車場
A街区
B－１街区
B－２街区

約３９４台
約１台
約３台

事業認可 総事業費

５　経　緯

年　月　日

平成２０年６月　　

平成２１年１１月

平成２３年３月

平成３０年１２月７日

令和２年８月７日

令和３年８月５日

令和３年９月２９日

令和４年１月１３日

令和４年１月２１日

令和４年６月７日

権利変換期日

建築物等の高さの
最高限度

建築物の高さの最高限度は、計画図４に示すとおり。

高さの最高限度はA.P.＋3.2mからの高さとする。

高さの最高限度はA.P.＋3.2ｍからの高さとし、階段室、昇降機
塔その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の
合計が当該建築物の建築面積の８分の１以内の場合におい
て、その部分の高さを１２ｍまでは当該建築物の高さに算入しな
い。

壁面の位置の制限として定め
られた限度の線と敷地境界と
の間の土地の区域における

工作物の設置の制限

計画図３に示す１号壁面においては、壁面の位置の制限
として定められた限度の線と道路境界線との間の土地の
区域については、門、へい、広告物、看板等交通の妨げと
なるような工作物を設置してはならない。
　ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
（１）歩行者通路３号に関する歩行者デッキ及びこれに附
属する階段、スロープ、昇降機その他これらに類するもの
（２）歩行者の安全性、快適性を確保するために必要な上
家、庇、ベンチ、その他これらに類するもの

　壁面の位置の制限として定められた限度の線と道路境界線と
の間の土地の区域については、門、へい、広告物、看板等交通
の妨げとなるような工作物を設置してはならない。
　ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
（１）歩行者通路３号に関する歩行者デッキ及びこれに附属する
階段、スロープ、昇降機その他これらに類するもの

建築物等の形態又は色彩そ
の他の意匠の制限

（１）建築物の形態、意匠、色彩等については、周辺環境及び都市景観に配慮したものとする。
(２）屋外広告塔や広告板は、美観、風致を損なう恐れのないものとする。

都市計画決定 平成３０年１２月７日　中央区告示第２８０号

約１０，０７６㎡
約１，０５４㎡
約８８２㎡

約６５％
約５９％
約６３％

約１４４，４５０㎡
約１，９２７㎡
約３，２４５㎡

約１，０００％
約１５８％
約２７７％

用途
A街区
B－１街区
B－２街区

住宅、店舗、保育所、デイサービス等
グループホーム、店舗等
住宅等

１，２８５戸
５６戸

令和２年８月　７日　東京都告示第1412号
令和３年８月　５日　東京都告示第1017号
令和３年９月２９日　東京都告示第1203号
令和４年６月　７日　東京都告示第885号

約８４５億円

内　　　容

まちづくり勉強会発足

まちづくり推進協議会発足

月島三丁目地区再開発準備組合設立

都市計画決定（地区計画、第一種市街地再開発事業）

事業計画の変更認可（第３回）

月島三丁目北地区市街地再開発組合設立認可

事業計画の変更認可（第１回）

事業計画の変更認可（第２回）

権利変換計画認可



６　位置図

７　区域図



８　配置図

９　完成予想図


